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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１月２４日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

  

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年３月１０日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 沖縄県竹富町黒
くろ

島東方沖 

 黒島灯台から真方位０７４°５.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯２４°１４.８′ 東経１２４°６.４′） 

事故の概要 漁船第一良
りょう

福
ふく

丸は、北進中、浅礁に乗り揚げた。 

第一良福丸は、プロペラ翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一良福丸、７.３トン  

ＯＮ２－０７３８（漁船登録番号）、個人所有 

１３.９０ｍ（Lr）×３.３０ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２６.５９kＷ、平成１０年２月１日 

第２９６－１８７５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５５年４月２日 

免許証交付日 平成２８年９月１６日 

         （平成３４年８月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損、舵の脱落、船底に破口、機関に濡損等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 ７、視界 不良 

海象：波高 約３.０～４.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

竹富町には、平成２９年３月９日２０時２９分に波浪注意報が、 

１０日０４時４０分に強風注意報がそれぞれ発表され、本事故当時も

継続中であった。 
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 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、沖縄県竹富町竹富島南方沖約

１４Ｍのパヤオ*1で操業を終え、沖縄県石垣市石垣漁港に帰航するこ

ととした。 

船長は、１６Ｍレンジとした本船のＧＰＳプロッターに竹富島の一

部、浅礁、水深等の情報を表示したが、風が吹いて時化
し け

ていたので慌

てており、竹富島南方沖の浅礁（以下「本件浅礁」という。）を竹富

島東方沖の釜
はがま

口
ぐち

（サクラ口）と称する港口と思って入力した。 

船長は、自動操舵装置を航法モード（目的地へ直行できるように自

動操舵を行う機能）とし、釜口に接近すればＧＰＳプロッターの表示

を拡大（詳細な海図）して進路を補正するつもりで北進した。 

船長は、黒島東方沖を約１０ノットの対地速力で北進中、ＧＰＳプ

ロッターで進路を確認しながら、目視及びレーダーで周囲の状況を見

ていたが、降雨及び波浪によって視界が遮られる上、レーダー映像も

不鮮明であり、周囲の状況を把握しづらいと感じていたところ、平成

２９年３月１０日０９時２０分ごろ衝撃を受けた。 

 船長は、他船に衝突されたと思い、機関を停止して操舵室から出て

周囲を見回したが、他船を認めず、前方に島影が見えたので、操舵室

に戻ってＧＰＳプロッターの表示を拡大したところ、本件浅礁に乗り

揚げたことを知った。 

船長は、機関を後進にかけて自力での離礁を試みたものの、離礁し

なかったので、友人に携帯電話で救助を要請した。 

 船長及び甲板員は、友人の連絡により来援した僚船が水深の関係で

本船に近づくことができなかったので、所属の漁業協同組合が海上保

安庁に救助を要請し、海上保安庁のヘリコプタにより救助されて石垣

市石垣空港に到着した。 

 船長は、友人の所有する喫水の浅い船外機船で事故現場に戻り、錨

をくくった索を２本使用して本船の船固めを行った上で一旦帰宅し

た。 

 船長は、１１日午前、本船を確認することとし、僚船に乗船して事

故現場に赴いたところ、本船の船固めで使用していた２本の索のうち

１本が破断して本船が転覆していることを認めた。 

本船は、所属の漁業協同組合が手配したクレーン台船に引き揚げら

れ、１２日、石垣市石垣港の岸壁に陸揚げされた。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳの記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、石垣漁港を根拠地として周辺海域で約３０年の操業経験が

あり、竹富島南方沖から東方に拡延する浅礁の存在を知っており、ふ

                             
*1 「パヤオ」とは、浮魚礁のことをいい、水深約１,０００～１,５００ｍの海域において、鋼製の浮体が海面に

浮くように設置された表層型のものと浮体の頭頂部が水深約５０ｍのところに浮くように設置された中層型のも

のがある。 
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だん、帰航時には、海面の波の立ち具合の変化を見て浅礁への接近状

況を判断し、ＧＰＳプロッターの表示を拡大して船位の確認や周囲の

水深状況を確認していた。 

船長は、本事故当時、波の立ち具合が一面に同程度で変化を認めな

かったので、本件浅礁までは距離があるものと思い、ＧＰＳプロッタ

ーの表示を拡大して船位の確認を行っていなかった。 

ＧＰＳプロッターは、本船が航行中、コースアップで画面表示され

た海岸線等の情報に本船の現在地を重畳して表示し、本船の移動に伴

い、本船の表示位置が画面上方へ移動していくようになっており、本

船の表示位置が画面上端に達すると、本船が画面中央付近に表示され

るように海岸線等の情報がスクロールを繰り返す構造となっていた。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターで目的地を設定した際、Ｇ

ＰＳプロッターの表示を縮小（広域な海図）しなくても出発地と目的

地が表示されており、本船が航行中に海岸線等の情報がスクロールさ

れるまで本船の表示位置が画面上端に達することがなく、見慣れた石

垣島及び竹富島等の地形が表示されることがなかったので画面表示を

見て針路からずれておらず、釜口に向かっていると思っていた。 

船長は、健康状態が良好であり、疲労も感じていなかった。 

甲板員は、本事故当時、操舵室の後部に座って船尾方を見ており、

衝撃によって乗り揚げたことに気付いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、荒天による視界不良の状況下、竹富島南方沖を北進中、船

長がＧＰＳプロッターの表示を拡大して船位の確認を行っていなかっ

たことから、ＧＰＳプロッターの目的地として釜口と思って設定した

本件浅礁に向かう態勢であることに気付かず、本件浅礁に乗り揚げた

ものと考えられる。 

 船長は、ふだん、海面の波の立ち具合の変化を見て浅礁への接近状

況を判断していたところ、本事故当時、波の立ち具合が一面に同程度

であり、変化を認めなかったことから、浅礁まではまだ距離があると

思い、ＧＰＳプロッターの表示を拡大する時機を失したものと考えら

れる。 

 船長は、漁場出発時にＧＰＳプロッターで目的地を設定する際、表

示を縮小して石垣島及び竹富島等を表示していなかったことから、本

件浅礁を釜口と思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、荒天による視界不良の状況下、竹富島南方沖を

北進中、船長がＧＰＳプロッターの表示を拡大して船位の確認を行っ

ていなかったため、ＧＰＳプロッターの目的地として釜口と思って設
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定した本件浅礁に向かう態勢であることに気付かず、本件浅礁に乗り

揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターに目的地を設定する際、位置情報を確認して慎

重に入力すること。 

・自動操舵装置を使用している場合においても、ＧＰＳプロッター

を適切に用いて船位の確認を行うこと。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ ＡＩＳの記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地速力 

（kn） 

対地針路※ 

（°） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

8:54:27 24-11-49.9 124-07-13.5 6.0 351.2 

8:54:56 24-11-53.3 124-07-12.8 9.0 348.8 

8:55:55 24-12-00.0 124-07-10.9 6.3 336.2 

9:08:57 24-13-33.1 124-06-44.3 8.5 344.4 

9:09:55 24-13-40.0 124-06-42.3 7.1 336.5 

9:11:55 24-13-54.5 124-06-38.3 7.7 348.1 

9:12:26 24-13-58.3 124-06-37.3 8.7 344.1 

9:12:56 24-14-02.1 124-06-36.3 7.0 349.4 

9:13:25 24-14-05.6 124-06-35.4 7.5 347.8 

9:13:55 24-14-09.2 124-06-34.4 7.4 344.0 

9:14:55 24-14-16.6 124-06-32.3 7.6 338.9 

9:15:27 24-14-20.4 124-06-31.2 8.6 346.8 

9:15:55 24-14-23.8 124-06-30.2 7.8 354.7 

9:16:26 24-14-27.5 124-06-29.2 10.3 331.2 

9:16:56 24-14-31.2 124-06-28.4 8.2 352.2 

9:17:26 24-14-34.7 124-06-27.3 6.9 328.9 

9:17:56 24-14-38.2 124-06-26.1 7.8 338.9 

9:18:55 24-14-45.3 124-06-24.3 8.0 336.9 

9:19:26 24-14-49.1 124-06-23.3 7.2 348.6 

9:19:56 24-14-50.6 124-06-22.7 1.4 311.3 

 

※船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は、真方位である。 


